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新型コロナウイルス感染防止に係る臨時休業の延長について 

 

保護者の皆様には、新型コロナウイルス感染防止のための取組にご理解ご協力をいただき、

心より感謝申し上げます。  

新型コロナウイルス感染防止のため、臨時休業期間を 5 月 6 日(水)まで延長したところで

すが、県立学校や県内市町、隣接県の状況を踏まえ、市内小中学校の臨時休業の期間を 5 月 31

日（日）まで延長することとしました。 

児童生徒の健康・安全と感染症防止のため、皆様のご理解ご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 休業延長期間  令和 2 年 5月 7 日(火)から 5 月 31 日(日)まで 

 

２ 児童生徒の受入れ  休業期間中（土日祝日を除く）、保護者のやむを得ない事情により

自宅で過ごすことが困難なご家庭がありましたら、これまでと同

様、学校にご相談ください。 

 

３ 校庭開放  休業期間中（土日祝日を除く日）の 13:30～15:00 に、校庭利用を希望す

る児童生徒の保護者等は、引き続き事前に学校へ電話を入れてください。 

 

４ 休業中の家庭学習  規則正しい生活習慣を身に付け学習を継続するとともに、学校再

開後の授業へ円滑に接続するための家庭学習を実施します。 

・主に教科書を使った家庭学習教材を配付します。電話等を通じ

て、お子さまの学習状況の把握や質問等にも応えていきます。 

・インターネット環境を利用したオンライン学習教材「ドリルパ

ーク」の準備をしています。準備が出来次第、各学校から連絡

をします。 

            ・小学校 5 年生・6年生・中学校 3 年生には、タブレットを貸与

する準備をしています。準備が出来次第、各学校から連絡をし

ます。 

・今後もお子さまの学びに役立つ学習支援コンテンツ（教材や動

画等）を市ホームページにて紹介します。 

 



５ 部活動   休業期間中の部活動は実施しません。  

 

６ 夏季休業期間と冬季休業期間の短縮について 

    ○夏季休業期間 8 月 1 日（土）～8月 17 日（月） 

・1 学期終業式 7 月 31 日（金）  

・2 学期始業式 8 月 18 日（火）  ＊給食開始 8 月 19 日（水） 

    ○冬季休業期間  12 月 26 日（土）～令和 3 年 1月 7 日（木） 

       ・2 学期終業式 12 月 25 日（金）  

       ・3 学期始業式 1 月 8 日（金）   ＊給食開始 1 月 12 日（火） 

 

７ 就学援助費  申請期限は 6月 15 日（月）まで延長します。 

休業期間中に申請を希望する保護者は、学校教育課へご連絡ください。 

 

 ８ その他 

    ・今年度の小学校のプール水泳については、更衣室の環境や身体接触によるリスクを

考え、実施を見合わせます。 

・「密閉」「密集」「密接」の３つの密を避けるよう、ご協力お願いします。  

・引き続き、健康観察カード等による毎朝の検温と健康状態の確認をお願いします。  

・発熱が続く等の体調不良や濃厚接触・罹患した場合は、学校へご報告ください。     

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する憶測や噂、医療・福祉従事者をはじめとする社会のため

に働く方々に対する偏見や差別が広がっています。間違った情報を見聞きしたり、目に見えな

いウイルスに対する不安や恐れなどから、子どもたちの中に偏見や差別意識が生じたりするこ

とが懸念されています。 

この度の休業延長に際しても、保護者の皆様におかれましては、引き続きお子さまの抱える

ストレスや不安な思いに十分寄り添っていただくとともに、思いやりや気遣いに満ちた安心で

きる環境づくりにご留意いただきますようお願いします。 

なお、お子さまのことで気になることがございましたら、ぜひ学校までご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 事務担当 いなべ市教育委員会 学校教育課 ℡0594-86-7844 】 


